




獣医療技術の急速な進歩と情報発信媒体の多様化に伴い、

飼育者が適切な獣医療サービスを選択できるようにするため、

獣医療広告ガイドラインが見直されました。

従来のガイドラインでは、広告できる内容が限られており、

飼育者に必要な情報が十分に提供されていませんでした。

また、一部の広告には誇大な表現や誤解を招く内容が含まれており、

飼育者との信頼関係に悪影響を及ぼすこともありました。

そこで、令和5年10月13日に「獣医療法施行規則の一部を改正する省令」（令和5年農

林水産省令第52号）が公布され、

令和6年4月1日から施行されることになりました。

この改正により、広告制限の特例が追加され、獣医療広告ガイドラインも改正されまし

た。

この改定の目的は、飼育者に正確で信頼できる情報を提供し、

適切な診療施設や獣医師を選択できるようにすることです。

広告内容の透明性を確保し、誤解を招く情報や誇大広告を排除することで、飼育者が正

確な情報に基づいて判断できるようになります。

さらに、新たに広告可能となった事項を正しく理解し、追加することで、

動物病院にとっても新たな集客につながることが期待されます。

本レポートでは、獣医療広告制限の見直しに

即時対応いただくための内容をご紹介します。

ぜひご自身の動物病院経営にも活かしていただければと思います。

はじめに ～獣医療広告制限改正の背景と目的～
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今回の改正の主なポイントは以下の３点です。

以下の内容を理解し、飼育者へ適切な情報提供を行う必要があります。

１. 獣医師の専門性や経歴の広告が可能に

今回の改定では、獣医師の専門性や経歴の広告が可能となりました。具体的

には、農林水産大臣が指定する（具体例はまだ明示されておりません。）認

定医や専門医、外科や内科などの獣医師関係学会の認定資格が広告できるよ

うになりました。また、動物病院の勤務歴や卒業大学、診療施設に愛玩動物

看護師が勤務していることなどの経歴も広告に含まれます。

２. 広告可能な診療行為の拡大

ノミ・ダニの予防、マイクロチップの装着などの一般的な診療行為に加え、

椎間板ヘルニア手術などの高度な診療行為も広告可能となりました。ただし、

診療行為の広告に際しては、飼育者が診療施設を選択するのに必要な情報を

併記する必要があります。具体的には、不測の事態があったときの問い合わ

せ先、診療行為の主なリスクや副作用、診療内容の詳細、診療費用などを明

示することが求められます。

３. 診療施設等ウェブサイトの広告対象化

これまで動物病院のホームページや診療施設のウェブサイトは広告の対象外

とされていましたが、今回の改定により、獣医療広告の要件を満たす場合に

は広告として扱われることになりました。これにより、ウェブサイトも広告

と同様の情報発信が求められることになります。

次に、そもそもの広告の定義について解説します。

主な改正内容のポイント



獣医療広告の定義とは

獣医療法では、広告が以下の３要件をすべて満たす場合に「広告」と定義されている。

誘因性

特定性

認知性

誘因性とは、広告の内容が飼育者を誘引する意図を持っていることを
指します。

例）「最新機器導入」「期間限定健康診断プラン実施中！」

特定性とは、広告に記載されている情報が、特定の獣医師や診療施設
の名称を明示していることを指します。

例）「○○動物病院」「△△獣医科」

認知性とは、一般の人々がその情報を認知できる状態にあることを指
します。広告が広く公開され、誰もがアクセスできる場合に認知性が
認められます。
例）「新聞や雑誌の広告」「インターネットの広告」「看板」

獣医療広告における広告の範囲

獣医療広告ガイドラインにおいて、広告に該当するものにはいくつかの具体的な例があ

ります。広告に該当するかどうかは、上記の3要件（誘因性・特定性・認知性）を満た

すかどうかで判断されます。そのため、同じ媒体であっても、例えばダイレクトメール

（DM）やホームページ（HP）などが、広告に該当する場合としない場合があります。

広告に該当する場合は、ガイドラインに従った表記が必要です。



（技能、療法に該当するもの一例）
○疾病の診断（診断書の交付），治療
○指示書・処方せんの交付
○採血，注射，放射線照射，麻酔，手術，縫合・抜糸，帝王切開，投薬
○犬パルボウイルス感染症の遺伝子検査

（技能、療法に該当しないもの一例）
○動物の保定 ○健康相談，保健指導
○体温測定，脈拍測定，呼吸数測定，血圧測定
○血液や尿等の検体の検査
○トリミング、シャンプー

広告に関する基本的な考え方

技能、療法に関する制限

獣医療について十分な専門的知識を有さない飼育動物の飼育者等が惑わされ、

不測の被害を被ること等を防止する観点から獣医療法第１７条第１項の規定に

基づき、獣医師又は診療施設の業務に関しては、その技能、療法及び経歴に関する

事項を広告してはならないこととされています。

改定により広告可能となった範囲

専門科名及び学位又は称号並びに獣医療法第17条第２項の規定により、

省令で定めるものは広告制限の例外（広告が可能な事項）としています。



【出展】農林水産省 獣医療広告制限の見直しについて より引用

各項目についての解説





禁止となる広告

省令で低価格診療等による誘因や不適切な診療による飼育動物の被害を防ぐため、

比較・誇大広告や費用広告の禁止を規定しています。

①比較広告
提供する獣医療の内容について、特定又は不特定の診療施設等と自らの診療施設を
比較の対象として自らが他よりも優良である旨を広告してはならない。（省令２４条２項１号）

例）○○病院よりも～～な治療を行います！
○○（タレントや著名人）が通う動物病院です！ etc・・・

②誇大広告
事実を不当に誇張して表現していたり、飼育者等を誤認させる広告を行うことはできな
い。（省令２４条２項２号）

例）効果抜群の○○を提供します！
○○エリア最大級の動物病院です！ etc・・・・

③費用に関する広告
低価格競争による獣医療の質の低下を招く恐れがあるため、
提供する獣医療に関する費用の広告は認められない。（省令２４条２項３号）

例）業界最安値の○○治療を行います！
○○治療を～～円から提供します！ etc・・・

おわりに

獣医療広告ガイドラインは、獣医療について十分な専門知識をもたない飼育者等が惑

わされ、不測の被害を受けること等を防止する目的で策定されたものです。

この度の制限の見直しはより制限を厳しくするものでなく、むしろ緩和された内容に

なります。

しかしながらガイドラインを破ってしまうと

・50万円以下の罰金

・業務停止

・獣医師法に基づく獣医師免許の取り消し

などがありますので、速やかに広告・HPの見直しを行い、効果的な情報発信をしてい

きましょう！



１人で考えるのはやめませんか？

●このような悩みをお持ちの方におススメです

・新しい獣医療広告ガイドラインにどのように対応すべきか悩んでいる

・広告の内容をどう変更すれば良いのか具体的な指針が欲しい

・専門的なアドバイスを受けながら、適切な広告戦略を立てたい

・広告の透明性を高め、誤解を招く情報や誇大広告を避ける方法を知りたい

・飼い主との信頼関係を強化し、診療施設の評判を向上させたい

・自院のHPの問題を改善し、法令に基づいた正しい広告表記を行いたい

・最新の広告トレンドや成功事例を学びたい

・広告の専門家と直接相談し、自院に最適な広告戦略を見つけたい

獣医療広告制限の改定への対応は必ずすべての動物病院が対応しなければなりません。

今回の改定で明確にホームページ（HP）が広告制限の対象となりましたが、現状として

ほとんどの動物病院が対応できていない状況があります。

しかし、罰則規定なども盛り込まれており、「知らなかった」では認められません。

今回のセミナーでは、ガイドラインの解説だけでなく、実際に広告戦略を適切に展開す

ることで集客を実現した成功事例を詳しく解説します。

広告制限への対応はまだ間に合います。

今回で規制の内容を正しく理解し、

さらに集客に寄与する広告戦略を見直しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。獣医療広告の改定は、大きなチャン

スでもあります。頭数減少時代の今、広告の活用方法を正しく理解し、自院の訴求を行

いましょう。

今回のセミナーは、お申込み先着順で貴院のHP診断を付帯いたします。

（弊社都合で先着20病院までとさせていただきます）

迷ったらこのDMを閉じる前にまずはお申し込みください。


